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庁内の二酸化炭素排出量について

令和６年度の庁内の二酸化炭素排出量は、８，９１３t-CO2であった。

令和５年度と比較し、９６２t-CO2増加した。

目標値と比較し、１，９５４t-CO2の削減が足りなかった。

また、電気による二酸化炭素排出量が７６%であった。



（１）量的評価
• 前年度との比較・分析の結果、「設備の更新」がエネルギー使用量の減少に貢献していた
• 「設備の故障」「需要の増加」により、エネルギー使用量の増大が生じていた

今後の取組
各部署・指定管理先が所管する設備の耐用年数の確認

令和６年度 点検表（一般部署用） カーボンマネジメント推進委員の点検・提出をお願いします。
✕○：できた  ：できなかった N：該当なし ※部署内職員において、割合の多い方を選択ください。

No. 項目 ○ × N 対象となる部署
$B$41 空調機器のフィルターや、照明器具のランプ、事務機器をこまめに清掃する。 17 13 2 全部署、指定管理者共通
$B$52 空調機器は、適切な湿度・室温・運転時間にする。 25 4 3 全部署、指定管理者共通
$B$63 カーテンやブラインド等を利用し、エアコンの効率を上げる。 26 2 4 全部署、指定管理者共通
$B$74 使用しない部屋の消灯を徹底する。 31 0 1 全部署、指定管理者共通
$B$85 自然光を取り入れる工夫をし、トイレ、廊下、階段などの照明の使用を減らす。 26 1 5 全部署、指定管理者共通
$B$96 トイレ使用後は、暖房便座のふたを閉める。 29 1 2 全部署、指定管理者共通
$B$107 日常的に節水を心がける。 31 1 0 全部署、指定管理者共通
$B$118 少量のお湯だけ必要とする場合は、電気ポットではなく電子レンジを活用する。 14 13 5 全部署、指定管理者共通
$B$129 機器類は、時季や環境、利用者に合わせて最適かつ省エネとなる温度に設定する。 24 4 4 全部署、指定管理者共通
$B$1310 電気製品を使わない時は主電源を切り、長期不在時はプラグを抜く。 19 13 0 全部署、指定管理者共通
$B$1411 クールビズ・ウォームビズの服装を心がける。 32 0 0 全部署、指定管理者共通
$B$1512 設備や機器の入れ替え時は、LED 照明など省エネ型のものとするよう努める。 16 1 15 全部署、指定管理者共通
$B$1613 ノー残業デーの取組を強化する。 29 3 0 全部署、指定管理者共通
$B$1714 温室効果ガス排出量の少ない電力の調達に努める。 15 4 13 全部署、指定管理者共通
$B$1815 ボイラーを適切に運転、維持管理する。 8 1 23 全部署、指定管理者共通
$B$1916 階層の移動は、できるだけ階段を利用する。 32 0 0 全部署、指定管理者共通
$B$2017 近い距離への移動は、徒歩や自転車の利用を心がける。 29 3 0 全部署、指定管理者共通
$B$2118 運転は、ふんわりアクセル（５秒かけて加速）を心がける。 32 0 0 全部署、指定管理者共通
$B$2219 走行中は車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転とする。 32 0 0 全部署、指定管理者共通
$B$2320 合理的、経済的な運行ルートを選定する。 32 0 0 全部署、指定管理者共通
$B$2421 カーエアコンの温度を適切に管理する。 30 2 0 全部署、指定管理者共通
$B$2522 遠距離の移動は、公共交通機関の利用に努める。 17 14 1 全部署、指定管理者共通
$B$2623 複数人が同じ目的地へ行く時は、自動車の相乗り等を心がける。 32 0 0 全部署、指定管理者共通
$B$2724 公用車は順次EV、FCV 及びPHEV への更新及びその充電設備の整備に努める。 5 11 16 点検年度に車両を保有する部署、指定管理者
$B$2825 タイヤの空気圧調整や黒煙排出状況等の定期的な検査を実施する。 20 2 10 点検年度に車両を保有する部署、指定管理者
$B$2926 公共施設へ必要十分な再生可能エネルギー設備及び蓄電池の導入を検討する。 3 3 26 点検年度に公共施設を設計した部署
$B$3027 新築・増築・改築する公共施設は、ZEB 基準の適合に努める。 2 2 28 点検年度に公共施設を設計した部署
$B$3128 道路、河川・砂防等における緑化を図る。 0 0 32 建設課
$B$3229 公共建築物等や、非住宅建築物における木材利用を促進する。 0 0 32 建設課
$B$3330 公的賃貸住宅、官公庁施設における緑化を図る。 1 0 31 管財課
$B$3431 適正な間伐や再造林などにより森林整備を推進する。 1 0 31 農業振興課

（２）質的評価
点検表によると、下記の取組は課題あり
No.１ 機器などの清掃
No.８ 給湯
No.10 電気機器のプラグ
No.22 公共交通機関の利用
No.24 電動車などの整備

今後の取組
• 定期的な機器点検
• ノーカーデーの意識・実施

評価



総括
１ 量的評価に基づく今後の取組
 各部署・指定管理先が所管する設備の耐用年数を確認 ※点検表の重点項目とする。

２ 質的評価に基づく今後の取組
 定期的な機器点検、ノーカーデーの意識・実施 ※点検表の重点項目とする。

３ 今後の取組評価の基準
（量的評価の基準）
 使用量の増減（目安は10%増減。ただし実情に応じて判断。）について、事務局へ報告する。
（質的評価の基準）
 前年度の点検結果と比較し、「その年に意識した取り組み」を一つ事務局へ報告する。

４ 今後の取組の方針
 国や県、各市町村の脱炭素に関する動向について、カーボンマネジメント推進委員を通じて
随時、情報を共有する。
 庁内各部署や他業者と連携し、年に一つ重点的な取組を定め、その推進体制を図る。


